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【職種、採用予定人員、職務内容、受験資格】

【試験方法】　小論文試験（１時間）、人物試験、健康診断、資格調査

【受付期間】　１月２０日（金）～２月１０日（金）　※郵送の場合は、２月１０日（金）消印有効

【試験日時・場所】　２月１８日（土）午後１時～　登米市民病院　会議室

【合格者の発表】　２月２７日（月）

　市役所・各総合支所前掲示場および医療局ホームページに受験番号を掲示し、受験者全員に郵送で通知します。

【申込書の請求】　申込書は、医療局経営管理部企画総務課に請求してください。郵便で請求する場合は、封筒の表に

　「理学療法士採用試験申込書請求」または「作業療法士採用試験申込書請求」と朱書きし、あて先を記入して１２０円

　切手を貼った返信用封筒を必ず同封してください。

【申し込み・問い合わせ】　医療局経営管理部企画総務課

　〒987－0511　登米市迫町佐沼字下田中25番地　緯 0220（21）6888

受験資格職務内容採用予定人員職種

昭和４７年４月２日以降に生まれた人で、理学療法士の免許を有する人ま
たは平成２４年３月３１日までに卒業する見込みの人で免許取得見込みの人市立病院などにおいてリハビリ

テーション業務に従事します。

２人程度理学療法士

昭和４７年４月２日以降に生まれた人で、作業療法士の免許を有する人ま
たは平成２４年３月３１日までに卒業する見込みの人で免許取得見込みの人

３人程度作業療法士

市医療局職員を募集します

※長期勤続によるキャリア形成の観点から応募資格に年齢制限を設けています。
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　市では、平成２４年度から平成２６年度を計画期間とする「登米市高齢

者福祉計画・第５期介護保険事業計画」（素案）をまとめました。今後、

市民皆さんの意見を取り入れながら策定を進めていくため、意見を募

集します。

【公表する資料】　登米市高齢者福祉計画・第５期介護保険事業計画（素案）

【関係資料の公表場所】　纂福祉事務所長寿介護課（市役所南方庁舎１階）

　纂各総合支所市民課　纂市ホームページ

【意見などの提出方法】　郵便・ファクシミリ・電子メールのいずれか

　の方法で提出してください。なお、様式は自由で住所・氏名・電話

　番号を必ず記入し、提出してください。

【期間】　１月２４日（火）～２月２３日（木）

【その他】　葛意見は、計画の作成に向けて参考にさせていただきます。

　葛個人が特定されない形で、意見の要旨などを公表する場合があり

　ます。葛皆さんからいただいた意見に対し、個々に回答はしません。

【問い合わせ】　福祉事務所長寿介護課　

　〒987-0401　登米市南方町新高石浦１３０番地

　緯 0220（58）5551　胃 0220（58）2375

　死 chojyukaigo@city.tome.miyagi.jp　

「登米市高齢者福祉計画・第５期介護保険事業計画」
（素案）に対する意見を募集 経
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要介護者の障害者控除と医療費控除について

胸「障害者控除対象者認定書」の発行について

 　要介護認定高齢者が障害者控除・特別障害者控除（本人、配偶者、扶養親族）の適用を受けるための「障害者控除

対象者認定書」を発行します。

【対象者】　認定基準日（平成２３年１２月３１日、平成２３年中に亡くなった人については死亡日）に年齢が６５歳以上で、要

　介護１～５の要介護認定を受けている人

　葛要介護１～３＝障害者控除　　葛要介護４、５＝特別障害者控除

【手数料】　無料

　※障害者手帳などの交付を受けている人は、この認定書がなくても手帳を提示することで控除の適用が受けられま

　すが、要介護４または５の人で特別障害者控除の対象になる人は、手帳の等級によっては認定書が必要な場合があ

　ります。

胸「おむつ使用証明書」の発行について

　寝たきり状態でおむつの使用が必要な人がおむつ代について医療費控除の適用を受けるための「おむつ使用証明書」

を発行します。

【対象者】　おむつ代について医療費控除を受けるのが２年目以降の人で、要介護認定時に使用した主治医意見書

　によって寝たきり状態でおむつの使用が必要なことが確認できる人。

【手数料】１通＝３００円

　※おむつ代について医療費控除を受けるのが初めて（１年目）の人は医師が発行する証明書が必要です。証明書の

　様式は各総合支所市民課の窓口にあります。

【申請期間】　１月２６日（木）～３月１５日（木）　午前８時３０分～午後５時１５分（土曜・日曜・祝日を除く）

【申請場所】　葛各総合支所市民課市民係　葛福祉事務所長寿介護課認定審査係（市役所南方庁舎１階）

【申請に必要なもの】　対象者の介護保険被保険者証

【申請できる人】　対象者またはその親族

【問い合わせ】　福祉事務所長寿介護課　認定審査係　緯 0220（58）5551

手続きについ手続きについてて

医療費控医療費控除除

障害者控障害者控除除




